
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
変
更 

（
土
地
対
策
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認 

（
農
業
振
興
課
）　

　

一

〇
保
安
林
の
指
定
（
三
件
） 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

三

〇
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定 

（
防
災
砂
防
課
）　

　

四

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　

　

四

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

四

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
契　

約　

課
）　

　

五

 
教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催 

五

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
数 

五

〇
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
直
接
請
求
に
要
す
る
選

　

挙
権
を
有
す
る
者
の
数 

六

 
公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

六

〇
指
定
自
動
車
教
習
所
の
指
定
の
取
消
し 

八

〇
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
の
取
消
し 

八

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
度
地
籍

調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称
及
び
調
査
区
域

二　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が

次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
二
号

　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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名　
　
　

称

白
石
市

名
取
市

調　
　
　
　
　

査　
　
　
　
　

区　
　
　
　
　

域

斎
川
字
西
山
等
１
単
位
区
域

高
舘
川
上
字
西
薬
師
１
単
位
区
域

事

業

所

番

号

〇
四
一
三
六
〇
〇
〇
五
七

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

み
の
り
の
園

本
吉
郡
本
吉
町
中
島
三
五
八
番
地
の
一

設
置
者
名

本
吉
町

辞
退
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日



一　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

栗
っ
こ
農
業
協
同
組
合

　
　

栗
原
市
志
波
姫
堀
口
見
渡
二
番
地
一

二　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
地
域

　

栗
原
市
に
お
け
る
農
業
振
興
地
域
（
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
う
。）
の
区
域

三　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

　
　

農
地
売
買
等
事
業
（
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。）

四　

変
更
の
承
認
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

気
仙
沼
市
唐
桑
町
高
石
浜
七
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

気
仙
沼
市
赤
岩
牧
沢
一
三
八
の
二
七

二　

指
定
の
目
的

　
　

干
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
湊
字
大
門
崎
山
八
の
二
か
ら
八
の
四
ま
で
、
八
の
八

二　

指
定
の
目
的

　
　

落
石
の
危
険
の
防
止

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
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２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
飯
子
浜
字
夏
浜
七
の
一
一

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
富
沢
字
猪
倉
二
六
の
四
四
、
二
六
の
四
五

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

干
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
八
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

二　

商
号
又
は
名
称
等
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商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

正
和
工
業
株
式
会

社中
辻　

正
弘

株
式
会
社
鈴
木
産

業鈴
木　

兵
三

有
限
会
社
丸
政
土

木横
山　

孝
子

有
限
会
社
新
電
気

工
事
伊
藤　

文
夫

庄
磁
工
業
株
式
会

社庄
子　

孝

株
式
会
社
山
田
興

業阿
部　

正
重

有
限
会
社
太
興
工

業太
田　

一
男

株
式
会
社
セ
キ
ル

広
川　

義
植

リ
バ
ー
ラ
ン
ズ
エ

ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

株
式
会
社

川
瀬　

進
弘

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字
佐

野
四
号
八
百
五
十
四

柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
辺

字
北
寄
井
前
十
七

加
美
郡
加
美
町
下
新
田
字

新
田
十－

二

塩
竈
市
白
萩
町
七－

十
二

仙
台
市
青
葉
区
郷
六
字
龍

沢
十
八－

四

仙
台
市
太
白
区
金
剛
沢
二

丁
目
六－

十
八

石
巻
市
須
江
字
相
野
佐
野

三
十
一－

四

仙
台
市
青
葉
区
上
愛
子
字

雷
神
七－

二
十
六

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
人

来
田
西
四
十
八－

二

建

設

業

許

可

番

号

般
・
特－

十
七

第
千
二
百
三
十

三
号

般－

十
八

第
四
千
五
百
五

十
四
号

般－

十
七

第
四
千
六
百
八

十
一
号

般－

十
八

第
五
千
五
百
三

十
八
号

般
・
特－

十
八

第
一
万
八
百
三

十
七
号

般－

十
七

第
一
万
三
千
百

三
十
二
号

般－

十
七

第
一
万
四
千
五

十
一
号

般－

十
七

第
一
万
七
千
四

百
七
十
一
号

特－

十
九

第
一
万
七
千
八

百
九
十
五
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

土
木
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

管
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

電
気
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

　

造
園
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
五
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
十
二
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
三
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
五
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
六
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
十
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
六
日



三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
九
号

　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

鷲
神
の
４
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

　

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十
四
号
を
結

ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

 

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

泉
大
沢
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
一
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

名
取
市
関
下
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

名
取
市
増
田
字
柳
田
三
百
七
十
九
番
一

三　

届
出
の
内
容

　
　

住
所
を
変
更
し
た
者

　
　
　
　
　
　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　

（
変
更
前
）　

伊　
�
　

好　

基　

名
取
市
増
田
七
丁
目
四
番
二
十
号

　

（
変
更
後
）　

伊　
�
　

好　

基　

名
取
市
増
田
字
関
下
五
百
九
十
二
番
地
二
十
八
街
区
一
画
地

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
二
号
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株
式
会
社
ア
サ

ノ
・
テ
ク
ノ
サ
ー

ビ
ス
澤
口　

益
雄

仙
台
市
青
葉
区
栗
生
三
丁

目
十
二－

二
サ
ン
ラ
イ
ズ

館
Ｂ－

百
一

般－

十
九

第
一
万
八
千
五

十
号

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

鉄
筋
工
事
業

　

防
水
工
事
業

　

熱
絶
縁
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

水
道
施
設
工
事
業

平
成
二
十
一
年

 

八
月
五
日

堀
切

二
十
一
番
二
十
九
地

先
道
路
敷

九
番
十
八

九
番
六

十
号

十
一
号

十
二
号

郡　

市

牡
鹿
郡

町
村
区

女
川
町

大　

字

鷲
神
浜

字
荒
立

地　
　
　

番

一
番
九
地
先
道
路
敷

二
十
八
番
一

二
十
一
番
八
十
二

二
十
一
番
七
十
三

二
十
一
番
四

一
番
十
七
地
先
道
路

敷一
番
二
十
二
地
先
道

路
敷

一
番
一
地
先
道
路
敷

標
柱
番
号

 
一
号

二
号
及
び
三
号

四
号
及
び
五
号

六
号

七
号
及
び
八
号

九
号

十
三
号

十
四
号

縦
覧
場
所

 宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
東
部
土
木
事

務
所



　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
美
郡
西
部
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

高　
　

橋　
　

幸　
　

夫　
　
　

一　

就
任
し
た
者

二　

退
任
し
た
者

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
建
設
工
事
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
Ａ
Ｓ
Ｐ
提
供

他
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町

三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
七
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

テ
ク
ノ
・
マ
イ
ン
ド
株
式
会
社
（
み
や
ぎ
建
設
工
事
等
電
子
入
札
Ａ
Ｓ
Ｐ
提
供
企

業
連
合
代
表
構
成
員
）　

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
六
番
十
一
号

五　

落
札
金
額　

八
千
六
百
五
十
八
万
八
千
六
百
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
一
年
六
月
十
九
日

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
八
日　

午
後
四
時

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

１　

教
育
功
績
者
表
彰
に
つ
い
て

　

２　

宮
城
県
教
育
委
員
会
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

３　

宮
城
県
教
育
振
興
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

１　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
九
号

　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
日
現
在
に
お
け
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項

及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
並
び
に
第

七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に

要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
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就

任

年

月

日

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
八
日

氏　
　
　

名

天　

野　

勇
一
郎

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

加
美
郡
加
美
町
字
長
清
水
北
一
番
十
七
番

地

役
職
名

理

事

退

任

年

月

日

平
成
二
十
一
年
五
月
三
十
一
日

氏　
　
　

名

早　

坂　

一　

男

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

加
美
郡
加
美
町
字
小
瀬
屋
敷
十
一
番
地

役
職
名

理

事



え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
五
十
分
の
一
の
数

　
　

三
八
、
一
五
五

二　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

　
　

三
八
四
、
六
二
五

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
分
の
一
の
数

 

 
青

葉

選

挙

区 

七
五
、
二
七
〇 

 
岩

沼

選

挙

区 

一
一
、
八
一
〇　
　
　

 

 
宮

城

野

選

挙

区 

四
九
、
七
六
三 

 
登

米

選

挙

区 

二
三
、
九
七
二　
　
　

 

 
若

林

選

挙

区 

三
四
、
八
九
二 

 
栗

原

選

挙

区 

二
一
、
九
七
二　
　
　

 

 
太

白

選

挙

区 

五
九
、
〇
六
一 

 
東

松

島

選

挙

区 

一
一
、
六
四
二　
　
　

 

 
泉

選

挙

区 

五
六
、
一
六
一 

 
大

崎

選

挙

区 

三
六
、
九
七
二　
　
　

 

 
石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区 

四
八
、
一
六
六 

 
柴

田

選

挙

区 

二
三
、
一
〇
〇　
　
　

 

 
塩

釜

選

挙

区 

一
六
、
一
四
五 

 
亘

理

選

挙

区 

一
四
、
五
四
九　
　
　

 

 
気

仙

沼

選

挙

区 

二
〇
、
九
五
三 

 
宮

城

選

挙

区 

一
三
、
一
三
五　
　
　

 

 
白
石
・
刈
田
選
挙
区 

一
四
、
八
二
四 

 
黒

川

選

挙

区 

二
二
、
二
六
五　
　
　

 

 
名

取

選

挙

区 

一
八
、
七
九
一 

 
加

美

選

挙

区 

九
、
四
五
八　
　
　

 

 
角
田
・
伊
具
選
挙
区 

一
三
、
四
八
七 

 
遠

田

選

挙

区 

一
二
、
二
三
九　
　
　

 

 
多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区 

二
二
、
三
七
五 

 
本

吉

選

挙

区 

四
、
九
二
二　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
号

　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
日
現
在
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
四
十
万
を
超
え

る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　
　

三
八
四
、
六
二
五

公
安
委
員
会

第2090号　平成21年９月11日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号

　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
21年

９
月
11日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
中
村
　
孝
也
　
　

　
　
　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
13年

宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
２
（
第
11条

関
係
）

 

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

路
　
線
　
名

番
号

白
石
市
越
河
字
荒
井
地
内
福
島
県
境
か
ら

栗
原
市
金
成
方
馬
合
手
柄
地
内
岩
手
県
境
ま
で

東
北
縦
貫
自
動
車
道
弘

前
線

１

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
中
ノ
久
保
地
内
か
ら

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
石
橋
地
内
山
形
県
境
ま
で

東
北
横
断
自
動
車
道
酒

田
線

２

白
石
市
越
河
字
樋
口
地
内
福
島
県
境
か
ら

栗
原
市
金
成
有
壁
下
大
沢
田
地
内
岩
手
県
境
ま
で

一
般
国
道
４
号

３

仙
台
市
若
林
区
土
樋
104番

６
先
か
ら

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
９
番
２
号
先
ま
で

一
般
国
道
４
号

４

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
121番

１
先
か
ら

仙
台
市
青
葉
区
土
樋
一
丁
目
114番

２
先
ま
で

一
般
国
道
４
号

５

名
取
市
植
松
字
入
生
341番

１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
八
本
松
一
丁
目
27番

17先
ま
で

一
般
国
道
４
号

６

栗
原
市
築
館
字
沢
入
72番

１
先
か
ら

栗
原
市
築
館
源
光
101番

７
先
ま
で

一
般
国
道
４
号

７

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
大
森
地
内
福
島
県
境
か
ら

岩
沼
市
藤
波
二
丁
目
７
番
１
先
ま
で

一
般
国
道
６
号

８

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
牛
袋
字
北
新
丁
19番

先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
柳
原
40番

７
先
ま
で

一
般
国
道
６
号
（
仙
台

東
部
道
路
）

９

亘
理
郡
山
元
町
大
平
字
新
平
110番

７
先
か
ら

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
中
泉
字
新
田
39番

１
先
ま
で

常
磐
自
動
車
道

10

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
９
番
２
号
先
か
ら

気
仙
沼
市
松
川
149番

先
ま
で

一
般
国
道
45号

11

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
柳
原
40番

７
先
か
ら

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
山
岸
２
番
３
先
ま
で

一
般
国
道
45号
（
三
陸

縦
貫
自
動
車
道
）

12
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宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
桐
田
15番

１
先
か
ら

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
新
十
三
号
38番

１
先
ま
で

一
般
国
道
45号

（
三
陸

縦
貫
自
動
車
道
）

13

大
崎
市
古
川
字
本
鹿
島
256番

１
先
か
ら

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
西
原
33番

４
先
山
形
県
境
ま
で

一
般
国
道
47号

14

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
船
岡
地
内
先
か
ら

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
字
唄
沢
35番

85先
ま
で

一
般
国
道
47号

（
仙
台

北
部
道
路
）

15

遠
田
郡
涌
谷
町
字
下
道
78番

１
先
（
南
向
側
）
か
ら

大
崎
市
古
川
字
上
古
川
屋
敷
77番

１
先
ま
で

一
般
国
道
108号

16

仙
台
市
太
白
区
鹿
野
二
丁
目
20番

１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
山
田
字
清
太
原
地
内
先
ま
で

一
般
国
道
286号

17

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
余
方
下
東
無
番
地
先
か
ら

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
余
方
川
端
無
番
地
先
ま
で

一
般
国
道
286号

18

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
人
来
田
東
地
内
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
赤
石
山
２
番
40先

ま
で

一
般
国
道
286号

19

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
中
原
裏
山
15番

１
先
か
ら

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
石
橋
33番

１
先
ま
で

一
般
国
道
286号

20

仙
台
市
若
林
区
河
原
町
二
丁
目
５
番
１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
119番

１
先
ま
で

主
要
地
方
道
井
土
長
町

線
21

宮
城
郡
利
府
町
中
央
三
丁
目
13番

２
先
か
ら

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
新
揺
橋
116番

１
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
吉
岡

線
22

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
字
唄
沢
４
番
５
先
か
ら

黒
川
郡
大
和
町
落
合
舞
野
字
渉
戸
東
95番

３
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
吉
岡

線
23

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
館
ノ
内
２
番
２
先
か
ら

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字
桐
田
15番

１
先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
松
島

線
24

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
一
丁
目
294番

３
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
羽
黒
前
２
番
20先

ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
松
島

線
25

多
賀
城
市
町
前
三
丁
目
５
番
１
先
か
ら

多
賀
城
市
町
前
一
丁
目
186番

地
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
亘
理

線
26

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
沼
頭
４
番
２
先
か
ら

仙
台
市
若
林
区
藤
塚
字
中
道
下
地
内
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
亘
理

線
27

名
取
市
閖
上
一
丁
目
無
番
地
先
か
ら

岩
沼
市
下
野
郷
字
新
田
１
番
２
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
亘
理

線
28

亘
理
郡
亘
理
町
荒
浜
字
篠
子
橋
６
番
１
先
か
ら

亘
理
郡
亘
理
町
字
旧
舘
61番

21先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
亘
理

線
29

塩
竈
市
港
町
一
丁
目
75番

地
先
か
ら

塩
竈
市
港
町
二
丁
目
127番

地
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
港
線

30

名
取
市
下
増
田
字
小
沼
55番

１
先
か
ら

名
取
市
植
松
字
新
橋
105番

１
先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
空
港

線
31

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
西
町
23番

１
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
高
砂
一
丁
目
31番

７
先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
塩
釜

線
32

多
賀
城
市
町
前
一
丁
目
125番

７
先
か
ら

塩
竈
市
港
町
一
丁
目
75番

地
先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
塩
釜

線
33

仙
台
市
若
林
区
今
泉
字
二
木
西
25番

１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
人
来
田
中
57番

先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
南
イ

ン
タ
ー
線

34

仙
台
市
太
白
区
富
田
字
八
幡
西
147番

先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
山
田
字
清
太
原
12番

先
ま
で

主
要
地
方
道
仙
台
南
イ

ン
タ
ー
線

35

塩
竈
市
芦
畔
町
115番

２
先
か
ら

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
遠
山
四
丁
目
12番

195先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
七
ヶ

浜
多
賀
城
線

36

多
賀
城
市
八
幡
四
丁
目
117番

１
先
か
ら

多
賀
城
市
栄
四
丁
目
13番

３
先
ま
で

主
要
地
方
道
塩
釜
七
ヶ

浜
多
賀
城
線

37

仙
台
市
若
林
区
大
和
町
五
丁
目
712番

１
先
か
ら

仙
台
市
若
林
区
木
ノ
下
二
丁
目
27番

８
先
ま
で

一
般
県
道
荒
浜
原
町
線

　
　
　

38

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
中
泉
字
大
原
236番

地
先
か
ら

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
牛
袋
字
北
新
丁
20番

２
先
ま
で

一
般
県
道
亘
理
イ
ン

タ
ー
線

39

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
129番

１
先
か
ら

岩
沼
市
末
広
二
丁
目
340番

４
先
ま
で

一
般
県
道
岩
沼
海
浜
緑

地
線

40

宮
城
郡
利
府
町
菅
谷
台
四
丁
目
41番

６
先
か
ら

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
化
粧
坂
66番

１
先
ま
で

一
般
県
道
利
府
岩
切
停

車
場
線

41

仙
台
市
若
林
区
土
樋
104番

６
先
か
ら

仙
台
市
若
林
区
河
原
町
二
丁
目
５
番
１
先
ま
で

市
道
土
樋
藤
塚
線
（
そ

の
１
）

42

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
121番

１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
長
町
三
丁
目
２
番
２
先
ま
で

市
道
原
町
広
岡
線
（
そ

の
２
）

43

仙
台
市
太
白
区
鹿
野
二
丁
目
20番

１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁
目
201番

23先
ま
で

市
道
長
町
２
号
線

44

仙
台
市
宮
城
野
区
宮
城
野
二
丁
目
373番

６
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
宮
城
野
二
丁
目
422番

２
先
ま
で

市
道
八
軒
小
路
原
町
坂

下
線

45

仙
台
市
宮
城
野
区
苦
竹
四
丁
目
270番

３
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
日
の
出
町
三
丁
目
８
番
11先

ま
で

市
道
元
寺
小
路
福
室
線

（
そ
の
２
）

46

仙
台
市
宮
城
野
区
扇
町
三
丁
目
５
番
１
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
巻
一
丁
目
1022番

12先
ま
で

市
道
元
寺
小
路
福
室
線

（
そ
の
４
）

47

仙
台
市
宮
城
野
区
福
室
字
県
道
前
113番

先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
石
橋
116番

１
先
ま
で

市
道
鶴
ケ
谷
仙
台
港
線

（
そ
の
３
）

48

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
119番

５
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
郡
山
四
丁
目
156番

１
先
ま
で

市
道
元
寺
小
路
郡
山
線

49

仙
台
市
太
白
区
東
郡
山
二
丁
目
522番

１
先
か
ら

仙
台
市
太
白
区
郡
山
字
源
兵
衛
東
19番

３
先
ま
で

市
道
元
寺
小
路
郡
山
線

50

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
東
町
７
番
15号

先
か
ら

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
東
町
５
番
先
（
南
東
角
）
ま
で

市
道
原
町
東
部
第
三
幹

線
３
号
線

51

岩
沼
市
下
野
郷
字
西
原
１
番
先
か
ら

岩
沼
市
下
野
郷
字
藤
曽
根
71番

１
先
ま
で

市
道
相
野
釜
藤
曽
根
線

52
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附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
平
成
21年

９
月
12日

か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
148号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
100条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
指
定
自
動
車
教
習
所
の
指
定

を
取
り
消
し
た
。

　
　
平
成
21年

９
月
11日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
中
村
　
孝
也
　
　

１
　
名
称
等

２
　
指
定
を
取
り
消
し
た
理
由

　
　
道
路
交
通
法
第
99条

の
７
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
た
め
。

岩
沼
市
館
下
二
丁
目
25番

15先
か
ら

岩
沼
市
吹
上
二
丁
目
15番

１
先
ま
で

市
道
西
大
町
線

53

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
129番

１
先
か
ら

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
129番

１
先
ま
で

市
道
二
野
倉
工
業
団
地

１
号
線

54

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
129番

１
先
か
ら

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
122番

先
ま
で

市
道
二
野
倉
工
業
団
地

２
号
線

55

岩
沼
市
押
分
字
新
大
同
159番

１
先
か
ら

岩
沼
市
押
分
字
新
大
同
422番

１
先
ま
で

市
道
藤
曽
根
二
野
倉
線

56

岩
沼
市
下
野
郷
字
藤
曽
根
71番

１
先
か
ら

岩
沼
市
下
野
郷
字
藤
曽
根
69番

１
先
ま
で

市
道
藤
曽
根
線

57

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字
竹
ノ
内
128番

地
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
２
番
先
（
南
西
角
）
ま
で

臨
港
道
路
中
野
幹
線

58

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
２
番
先
（
南
西
角
）
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
４
番
１
号
先
ま
で

臨
港
道
路
中
央
ふ
頭
線

59

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
３
番
５
号
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
１
番
先
（
南
東
角
）
ま
で

臨
港
道
路
ふ
頭
４
号
線

60

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
１
番
先
（
南
西
角
）
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
４
番
先
（
南
東
角
）
ま
で

臨
港
道
路
ふ
頭
５
号
線

61

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
新
沼
地
内
先
か
ら

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
字
新
沼
12番

地
の
２
先
ま
で

臨
港
道
路
西
幹
線

62

認
定
を
取
り

 消
し
た
年
月
日

指
定
し
て
い
た
免
許
の
種
類

指
定
番
号

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者

の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
21年

 
８
月
26日

中
型
自
動
車
免
許

普
通
自
動
車
免
許

普
通
自
動
二
輪
車
免
許

第
31号

石
巻
さ
く
ら
自
動
車
学
校

石
巻
市
大
街
道
２
丁
目
11番

55号
古
藤
野
　
俊
　
吾

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
149号

　
次
の
者
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
108条

の
32の

２
第
１
項
第
１
号
に
適
合
し
な
く
な
っ

た
た
め
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
運
転
免
許
取
得
者
教
育

の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
12年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
第
12条

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
21年

９
月
11日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
中
村
　
孝
也
　
　

認
定
を
取
り

 消
し
た
年
月
日

取
り
消
し
た

教
育
の
課
程

運
転
免
許
取
得
者
教
育
に
使
用

す
る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者

の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
21年

 
8月
26日

運
転
免
許
取
得
者

教
育
の
認
定
に
関

す
る
規
則
第
１
条

第
１
号
か
ら
第
６

号
及
び
第
８
号
の

教
育
課
程

石
巻
さ
く
ら
自
動
車
学
校

石
巻
市
大
街
道
２
丁
目
11番

55号

石
巻
さ
く
ら
自
動
車
学
校

石
巻
市
門
脇
町
５
丁
目
15番

１
号

古
藤
野
　
俊
　
吾


